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問 

⑴　
地
方
自
治
法
の
改
正
に
よ

り
、
総
合
計
画
の
策
定
義
務
は

な
く
な
っ
た
が
、
非
常
に
重
要

な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
市
長
は
総
合
計
画
の
意
義
及

び
実
効
性
を
ど
の
よ
う
に
認
識

し
て
い
る
か
。

⑵　

市
民
の
意
向
を
知
る
た

め
、
各
施
策
に
関
す
る
満
足
度

調
査
が
さ
れ
て
い
る
が
そ
の
対

象
市
民
、
調
査
方
法
、
評
価
を

実
施
し
た
組
織
、
基
準
に
つ
い

て
尋
ね
る
。

⑶　
現
状
か
ら
担
当
職
員
の
成

果
評
価
と
、
議
員
評
価
、
市
民

評
価
に
差
が
あ
る
と
考
え
る

が
、
職
員
に
よ
る
達
成
評
価
の

信
憑
性
に
つ
い
て
市
長
は
ど
の

よ
う
に
判
断
し
て
い
る
か
。

⑷　
評
価
方
法
を
再
考
し
、
外

部
評
価
制
度
の
導
入
も
考
え
実

行
計
画
が
実
行
、
達
成
に
至
っ

て
い
な
い
内
容
及
び
原
因
分
析

と
反
省
の
総
括
を
行
い
、
次
の

後
期
５
年
間
の
基
本
計
画
実
行

計
画
を
策
定
す
べ
き
で
は
な

い
か
。

⑸　
市
長
の
考
え
る
活
力
あ
る

ま
ち
づ
く
り
の
展
望
と
は
、
ど

の
よ
う
な
こ
と
を
中
心
に
考
え

て
い
る
の
か
。

  

答 

市
長

⒧　

市
民
と
行
政
と
が
共
通
の

目
標
を
持
ち
し
っ
か
り
と
し
た

ま
ち
づ
く
り
を
し
て
い
こ
う
と

い
う
大
き
な
基
本
的
な
課
題
、

重
要
な
施
策
を
示
し
た
も
の
で

あ
り
、
市
の
最
上
位
項
目
と
し

て
議
員
に
お
示
し
、
議
員
各
位

の
御
協
力
、
市
民
の
皆
さ
ん
と

の
協
働
の
精
神
で
ま
ち
づ
く
り

を
進
め
て
い
く
も
の
と
位
置
付

け
て
い
る
。

  

答 

総
務
部
長

⑵　

市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を

行
っ
た
。

　

基
準
と
対
象
者
は
、
24
年
６

月
か
ら
７
月
に
20
歳
以
上
の
市

民
２
千
500
人
を
無
作
為
抽
出

し
、
郵
送
方
法
で
実
施
し
、
有

効
回
収
数
１
千
77
人
、
有
効
回

収
率
43.1
％
。小
学
校
区
ご
と
に
、

人
口
に
よ
る
差
が
生
じ
な
い
よ

う
考
慮
し
抽
出
し
た
。

　

調
査
項
目
は
、
前
回
19
年
実

施
項
目
を
基
本
と
し
、
満
足
度

の
結
果
数
値
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
を
加
重
平
均【

】に
よ
り

数
値
化
を
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ

会
社
に
依
頼
し
実
施
し
た
。

加
重
平
均
と
は
、
単
に
値
を

単
純
に
平
均
す
る
の
で
は
な

く
、
値
の
重
み
を
加
味
し
平
均
す
る

こ
と
。

総
合
計
画
か
ら
見
る
市
長
の

政
治
姿
勢
と
行
政
運
営
を
問
う

  

答 

市
長

⑶　

審
議
会
で
内
部
評
価
を
し

た
こ
と
は
発
表
し
た
が
、
多
く

の
方
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
も
ご

参
加
い
た
だ
き
評
価
す
る
の
が

本
意
と
思
っ
て
お
り
検
討
を
加

え
て
い
く
。

  

答 

総
務
部
長

⑷　

総
合
計
画
審
議
会
の
委
員

に
前
期
基
本
計
画
の
達
成
の
報

告
や
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
、

ま
た
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る

ま
ち
の
現
状
や
今
後
の
取
り
組

み
と
い
っ
た
ニ
ー
ズ
を
捉
え
、

委
員
会
で
審
議
、
意
見
聴
取
し

十
分
検
討
し
策
定
し
た
も
の
で

あ
る
。

  

答 

市
長

⑸　

市
は
駅
周
辺
を
中
心
と
し

た
市
街
地
、
農
業
振
興
地
域
、

南
部
の
西
部
臨
海
工
業
地
帯
と

特
色
を
持
っ
た
ま
ち
で
あ
る
。

　

市
街
地
は
、
隣
接
地
の
市
街

化
面
積
を
拡
大
し
施
設
や
民
家

と
い
っ
た
見
え
る
形
の
活
気

を
、
農
業
振
興
地
域
は
、
新
た

な
国
の
農
業
施
策
の
中
で
農
地

を
い
か
に
生
か
し
て
い
く
か
、

西
部
臨
海
工
業
地
帯
は
、
今
後

も
企
業
誘
致
を
進
め
て
い
く
。

　

少
子
・
高
齢
化
社
会
の
中
、

無
所
属
ク
ラ
ブ 
佐
藤 　

博 

議
員

市
民
の
皆
様
が
し
っ
か
り
と
向

か
い
合
っ
て
く
れ
て
い
る
と
実

感
で
き
る
施
策
を
や
っ
て
い
く

こ
と
が
基
本
的
な
柱
で
あ
る
。

  

問 

　

建
築
審
査
、
土
地
収
用
法
、

事
業
認
可
な
ど
ど
の
程
度
進
ん

で
い
る
の
か
。

  

答 

副
市
長

　

現
在
の
庁
舎
が
第
１
種
住
居

地
域
に
あ
り
、
不
適
格
建
築
物

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
建
築
許
可

が
必
要
で
建
築
審
査
を
行
っ

た
。
12
月
27
日
、
建
築
基
準
法

に
基
づ
く
建
築
許
可
は
お
り
て

い
る
。

　

事
業
認
定（
土
地
収
用
法
に

基
づ
く
制
度
）に
つ
い
て
は
、

現
在
、
土
地
取
得
に
関
し
て
の

予
算
が
住
民
訴
訟
の
対
象
に

な
っ
て
お
り
、
係
争
中
の
裁
判

の
結
果
が
出
る
の
を
待
っ
て
い

る
状
態
で
あ
る
。

総
合
計
画
は
最
上
位
項
目
と
位
置

付
け
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る

係
争
中
の
裁
判
の
結
果
を
待
つ

庁
舎
建
設
問
題
の
進
捗

経
過
と
今
後
の
見
通
し
は




